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「
月
次
支
援
金
」
の
ご
案
内

経
済
産
業
省
は
、
緊
急
事
態
措
置
・

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
の
影
響
緩
和

の
た
め
、
支
援
金
を
給
付
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

中
小
企
業
・
個
人
事
業
者

等
で
、
緊
急
事
態
措
置
、
ま
ん
延
防

止
等
重
点
措
置
に
伴
う
飲
食
店
時
短

営
業
、
外
出
自
粛
等
の
影
響
を
受
け
、

２
０
１
９
年
ま
た
は
２
０
２
０
年
の

基
準
月
と
比
較
し
て
２
０
２
１
年
の

申
請
月
の
売
上
が
50
％
以
上
減
少
し

て
い
る
方

※
栃
木
県
は
対
象
措
置
実
施
県
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
那
須
町
は
旅
行
客
の
５

割
以
上
が
対
象
措
置
実
施
都
道
府
県
か

ら
来
訪
す
る
週
が
あ
る
地
域
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
旅
行
関
連
事
業
者
の
方
は
該

当
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
業
種　

旅
行
関
連
事
業
者
等

▼
給
付
額

・
中
小
法
人
等　
　

上
限
20
万
円
/
月

・
個
人
事
業
主
等　

上
限
10
万
円
/
月

▼
申
請
方
法　

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
み

▼
受
付
期
間

○
４
・
５
月
分　

８
月
15
日
㈰
ま
で

○
６
月
分　
　
　

８
月
31
日
㈫
ま
で

▼
問
合
せ　

月
次
支
援
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎
０
１
２
０
‐
２
１
１
‐
２
４

０
（
Ｉ
Ｐ
電
話
専
用
：
☎
0
3
‐
６

６
２
９
‐
０
４
７
９
（
要
通
信
料
））

栃
木
県
か
ら
の
お
知
ら
せ

県
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
、
厳

し
い
経
営
状
況
に
あ
る
事
業
者
に
対
し

応
援
一
時
金
を
支
給
し
ま
す
。

ま
た
、
県
内
中
小
企
業
等
の
感
染
対

策
の
補
助
事
業
を
公
募
し
ま
す
。

○
栃
木
県
地
域
企
業
応
援
一
時
金

▼
対
象
者　

県
内
に
主
た
る
事
業
所
を

有
す
る
中
小
企
業
や
個
人
事
業
者
等

で
、
２
０
１
９
年
ま
た
は
２
０
２
０

年
の
基
準
月
と
比
較
し
て
２
０
２
１

年
４
月
ま
た
は
５
月
の
売
上
高
が
50

％
以
上
減
少
し
て
い
る
方

※
月
次
支
援
金
の
受
給
者
や
受
給
予
定

の
方
は
対
象
外
で
す
。

▼
対
象
業
種　

飲
食
店
や
対
面
で
個
人

向
け
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業

者
等
で
幅
広
い
業
種
が
該
当
し
ま
す
。

▼
給
付
額

・
中
小
法
人
等　
　

上
限
20
万
円

・
個
人
事
業
主
等　

上
限
10
万
円

▼
申
請
方
法　

郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
り
申
請

▼
受
付
期
間　

９
月
30
日
㈭
ま
で

▼
問
合
せ
（
土
日
祝
除
く
）

○
応
援
一
時
金
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　

☎
０
２
８
‐
６
６
６
‐
７
１
１
１

受
付
時
間
：
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

○
第
３
回
栃
木
県
地
域
企
業
感
染
症

対
策
支
援
補
助
金

▼
事
業
内
容　

中
小
企
業
等
の
感
染
症

対
策
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助

▼
対
象
者　

宿
泊
事
業
者
を
除
く
中
小

企
業
等

▼
補
助
率
等　

・
補
助
率 　

３
分
の
２
以
内

・
補
助
金
額　

上
限
額
３
０
０
万
円

（
下
限
額
10
万
円
）

▼
公
募
期
間　

８
月
31
日
㈫
ま
で

▼
対
象
経
費　

施
設
改
装
工
事
、
空
気

調
和
設
備
・
換
気
設
備
の
設
置

※
他
の
補
助
制
度
と
の
重
複
は
不
可

▼
申
請
方
法　

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
み

▼
問
合
せ

○
地
域
企
業
感
染
症
対
策
支
援
補
助
金

事
務
局
☎
０
２
８
‐
６
７
８
‐
６
８

１
５

○
栃
木
県
地
域
企
業
感
染
症
対
策

施
設
等
支
援
補
助
金

▼
事
業
内
容　

中
小
企
業
等
の
感
染
拡

大
防
止
に
係
る
改
装
等
に
要
す
る
経

費
の
一
部
を
補
助

▼
対
象
者　

宿
泊
事
業
者
を
除
く
中
小

企
業
等

▼
補
助
率
等

・
補
助
率　

３
分
の
２
以
内

・
補
助
金
額　

上
限
額
５
０
０
万
円

（
下
限
額
30
万
円
）

▼
公
募
期
間　

８
月
31
日
㈫
ま
で

▼
対
象
経
費　

新
た
な
生
活
様
式
へ
の

対
応
に
必
要
な
機
器
整
備
、
非
対
面

型
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
へ
の
転
換

※
他
の
補
助
制
度
と
の
重
複
は
不
可

▼
申
請
方
法　

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
み

▼
問
合
せ　

地
域
企
業
感
染
症
対
策
施

設
等
支
援
補
助
金
事
務
局

☎
０
２
８
‐
６
１
２
‐
８
９
５
０

○
栃
木
県
宿
泊
事
業
者
感
染
症
対
策

支
援
補
助
金

▼
事
業
内
容　

宿
泊
事
業
者
の
感
染
拡

大
防
止
に
係
る
改
装
等
に
要
す
る
経

費
の
一
部
を
補
助

▼
対
象
者　

宿
泊
事
業
者
（
県
内
に
宿

泊
施
設
を
有
す
る
事
業
者
）

▼
補
助
率
等　

・
補
助
率　

３
分
の
２
ま
た
は
２
分
の

１
以
内

・
補
助
金
額　

上
限
額
５
０
０
万
円

（
下
限
額
５
万
円
）

▼
公
募
期
間　

８
月
31
日
㈫
ま
で

▼
対
象
経
費　

施
設
改
装
、
設
備
導
入
、

備
品
購
入
、
消
耗
品
購
入

※
他
の
補
助
制
度
と
の
重
複
は
不
可

▼
申
請
方
法　

郵
送
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル

▼
問
合
せ　

栃
木
県
観
光
交
流
課

　

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
３
２
１
０

　

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内
※各制度の要件や申請方法等の詳細は、町ホームページをご覧いただくか、各問合せ先または
町観光商工課商工係（☎７２-６９１８）へお問い合わせください。

月次支援金

応援一時金

感染症対策
支援補助金

感染症対策施設等
支援補助金

宿泊事業者
支援補助金


